
第８期 第９期（※） 増減額 増減率

横浜市 6,500円 6,940円 440円 6.8%

川崎市 6,315円 6,591円 276円 4.4%

相模原市 6,000円 6,650円 650円 10.8%

横須賀市 5,800円 6,100円 300円 5.2%

鎌倉市 5,500円 5,500円 0円 0.0%

逗子市 5,810円 5,810円 0円 0.0%

三浦市 5,885円 6,600円 715円 12.1%

厚木市 5,453円 6,242円 789円 14.5%

大和市 5,835円 6,485円 650円 11.1%

海老名市 5,180円 5,353円 173円 3.3%

座間市 5,500円 5,859円 359円 6.5%

綾瀬市 5,212円 5,693円 481円 9.2%

藤沢市 5,500円 6,300円 800円 14.5%

茅ヶ崎市 4,980円 5,380円 400円 8.0%

平塚市 5,513円 5,836円 323円 5.9%

秦野市 5,390円 5,950円 560円 10.4%

伊勢原市 5,500円 5,850円 350円 6.4%

小田原市 5,060円 5,990円 930円 18.4%

南足柄市 5,075円 5,155円 80円 1.6%

県下１9市平均 5,579円 6,014円 435円 7.8%

横須賀・三浦

県央

政令指定都市

※令和６年２月７日時点で神奈川県がとりまとめたものであるため、金額は変更となる場合があります。

湘南東部

湘南西部

県西

議案第１５号関連資料－４

　※令和６年２月７日時点

市町村名

介護保険料（基準月額） 前期比

圏域等

【取扱注意】

第９期計画期間介護保険料（案）　　県下１９市一覧表


